
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

１．経営トップのリーダーシップを発揮する 
～経営トップからメッセージを繰り返し発信する～

 仕事の成果を高めながら，恒常的な長時間労働の抑制や柔軟な働き方の拡

大，年次有給休暇の取得促進，育児休業制度の活用などをバランスよく推進

する「ワーク・ライフ・バランスの取組」は，今や「経営戦略」の一つに位

置付けられています。こうした取組を進める理由は様々ですが，優秀な人材

の確保や，手塩にかけて育成した従業員の定着率の向上，さらには，多様性

の推進，家庭・地域生活等での新たな気づきを事業に反映させるため，とい

った声はよく聞かれます。 

 ワーク・ライフ・バランスの取組を推進するには，経営トップのリーダー

シップが極めて重要です。なぜなら，社内の業務やマネジメントのあり方を

見直す必要があるからです。したがって，一連の取組をはじめるにあたり，

経営トップ自身が，改めて「経営戦略」と関連付けてワーク・ライフ・バラ

ンスの必要性を認識することが重要となります。 

 次のステップとして，ワーク･ライフ･バランスの取組を社内に浸透・定着

させるためには，経営トップが，取組の意義や，経営トップの決意，ワーク･・

ライフ・バランスの取組に対する目標を明確に発信することが不可欠です。

 ワーク・ライフ・バランスの取組を経営計画等に組み込んでいる企業もあ

りますが，経営トップのコミットメントは１回きりでは充分とは言えませ

ん。繰り返し，何度でも，全従業員にしっかりと伝え，同じ想いが共有され

るまで発信し続けることが求められます。経営トップが自ら伝え，「会社と

して真剣に取り組んでいる」ことを示すことが重要です。 

第２章 ワーク・ライフ・バランス定着に向けた方策 

☆取組例☆ 
 

きらり大賞受賞事業者 

 
● 有給休暇取得に向けた積極的な働きかけ 

社長自ら従業員に対する有給休暇取得の声掛けを実施することにより，毎年度，取

得率の向上につなげ，ワーク・ライフ・バランスを推進    （⇒事例 Ｐ．３８）
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きらり大賞受賞事業者 

 
● 女性管理職による相談窓口の設置 

出産や子育ての悩み等に応じるとともに，社員と執行役との橋渡しの役割を担う女

性活躍推進担当者（女性管理職）による相談窓口の設置により，女性が安心して働く

ことのできる職場環境を整備 

                             （⇒事例 Ｐ．４２） 

☆取組例☆ 

２．キーパーソンとなる担当者等を配置する 
～担当者・部署を通じて取組を浸透させる～

 ワーク・ライフ・バランスの取組を推進するためには，経営トップの理念

を実践していく，実動部隊となる担当者や担当部署の存在が重要です。組織

上のどこに位置付けるのかは企業によって様々ですが，人事部，総務部やダ

イバーシティ担当部署などが多いようです。 

 担当者は，一定のリーダーシップを発揮できるポジションにあることが求

められます。なぜなら経営トップの想いをしっかり受け止めて，従業員に伝

わりやすい形で伝えると共に，様々な立場の従業員の意見を聞いたり，従業

員が経営トップに言いにくいことの代弁などを担うことになるからです。こ

のような立場の人が，社内の緩衝剤となり，コミュニケーションを取り持つ

影の立役者となれば，取組をよりスムーズに社内に浸透させることができま

す。 

 経営トップが，従業員に向けたメッセージを効果的なタイミングで発信し

たり，従業員の声をうまく汲み取って制度に反映させるためにも，社内にワ

ーク・ライフ・バランスの取組を浸透・定着させるキーパーソンとなる人物

を据えることは，取組成功の第一歩です。 
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 各職場においてワーク・ライフ・バランスの取組を浸透・定着させられる

かどうかは，その職場の管理職の言動が大きく影響します。 

 そのため，まずは，管理職に対して重点的に，階層別研修や会議でのディ

スカッション等を実施するなど，ワーク・ライフ・バランスの重要性の理解

を促進し，職場で適切な業務管理，従業員の管理などを率先して実践するい

わゆる「ワーク・ライフ・バランス（WLＢ）管理職」になっていただく必要

があります。 

 また，職場の従業員に対して働き方の見直しを促すためには，管理職自ら

も業務の無駄を省き，ノー残業デーには率先して定時退社を実践するなど，

実行垂範が求められます。日頃から不要不急な残業や休日出勤をしない，有

給休暇や特別休暇についても積極的に取得すると共に周囲へ取得を促す等，

管理職自らが効率的に働くことで，従業員がワーク・ライフ・バランスの取

組に対して抵抗感のない環境をつくることが重要です。 

 このような「WLB 管理職」を増やすことは，ワーク・ライフ・バランスの

取組を職場に浸透・定着させる上で不可欠です。そして，産前・産後休業や

育児休業取得者，あるいは，介護経験のある従業員の中で管理職にふさわし

い者を管理職に登用することで，こういった経験を活かした形で，ワーク・

ライフ・バランスを実践して活躍する管理職のロールモデルをつくるといっ

た方策もあります。 

３．ワーク・ライフ・バランス管理職をつくる 
～管理職が理解し，率先して実践する～ 

☆取組例☆ 

 

きらり大賞受賞事業者 
 

● ワークライフバランス学習会の実施 

管理職向けに「仕事と育児の両立社員マネジメント」研修等の実施や，研修内容，

参加者の感想等を掲載したリーフレットの配布による，職場全体でのワークライフバ

ランスの推進 

（⇒事例 Ｐ．４５）
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 家族の病気や介護、記念日や行事などによって、会社を休んだり、定時に

帰宅することを、心苦しく思っている従業員も多いはずです。また、一人で

は対応しきれない仕事を抱えていながら、周囲に助けを求めることができず、

毎日残業している人もいるかも知れません。 

 職場の従業員一人ひとりのプライベートな事情や抱えている業務の状況な

どについて、職場内で積極的にコミュニケーションを図ることは、互いの事

情に配慮したり、協力体制を構築する第一歩となります。 

 そのための手段として、日常的な管理職からの声かけはもちろんのこと、

例えば、会社として「家族参観日」「ファミリーデー」などを開催したり、趣

味に打ち込んでいる姿や子どもの誕生日等を社内報に掲載するなど、従業員

のプライベートや家族の「顔」が見えるようにすることも一策です。 

また、業務の状況とプライベートの予定等を部署内で情報共有するような

社内ネットワークを導入し、もしくは、そうした情報をメールで情報共有し

たり、定期的な面談で把握することで、互いの事情を理解し、業務量や分担

を調整したり、休暇取得を快く勧めることができるようになります。 

 このような情報共有から、育児や介護と仕事の両立についての工夫（ベス

ト・プラクティス）が共有されますし、家庭や趣味等で共通項があることが

分かると、いわゆる風通しの良い職場風土の形成の一助になるでしょう。 

４．積極的にコミュニケーションを図る 
～個人や家庭の事情を話しやすい風土をつくる～

☆取組例☆ 

 

きらり大賞受賞事業者 
 

● 各種休暇制度の全社員への周知及び理解促進の実施 

ライフイベントに応じた休暇が取りやすくなるよう，該当者と成り得る社員が多い

「仕事と介護の両立」についての意識醸成及び各休暇制度の周知 
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５．「自分ごと」として考える環境をつくる 
～従業員一人ひとりを主人公にする～ 

 ワーク･ライフ･バランスの取組を社内に浸透・定着させるためには、全従

業員が、「やらされ感」をもつことなく「自分ごと」として捉えるための風土

づくりが大切です。 

 従業員一人ひとりが、主体的に取り組むようになって、初めて、残業時間

の削減や年次有給休暇等の取得が効果的に進みます。 

 例えば、残業時間の削減については、削減できる仕事はないか、いかにし

て業務を効率的に行うか、無駄な時間の過ごし方をしていないか等の観点か

ら、従業員一人ひとりが自分の業務を見直して、効率化の方法を考えること

が重要です。 

 年次有給休暇等の取得を促進する場合であれば、予め休暇を取得する計画

を立てて周囲に知らせると共に、自分の業務を周囲に代行してもらえるよう

必要な引継ぎをしたり、不在時に備えてマニュアルを作成するなど、従業員

一人ひとりが自分の仕事の仕組みを日頃から整えるといった準備が求められ

ます。 

 全従業員が「自分ごと」として取り組むモチベーションを維持するために

は、従業員による業務効率化等の優れた取組に対する社内表彰制度の導入や、

従業員の業務改善に向けた提案を受け止める仕組みづくりなどによって、取

組をサポートすることが重要です。 

☆取組例☆ 

 

きらり大賞受賞事業者 
 

● 積極的な有給休暇取得の推進 

 有給休暇の取得数が半年間で５日未満の社員に対し，管理職が取得のための計画

書を作成するなど，有給休暇取得の推進による取得率７０％の達成      
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６．職場ぐるみで生産性を高める 
～業務の棚卸し、見直し、改善を行う～

 ワーク・ライフ・バランスのとれた職場環境を構築するためには、これま

での業務のやり方を見直して無駄を減らしたり、業務改善に取り組む必要が

あります。そのためには、日々の業務の棚卸しを行って、無駄はないか、改

善点はないかを検討することが求められます。 

 棚卸しの際には、業務の年間スケジュールや、各月・週・日のルーチンワ

ーク、想定される臨時の業務を明確にして、その業務に要している時間・従

業員数等を把握することが肝要です。さらに、その業務をやり遂げるために

投下している経営資源に見合った効果が上がっているかについても検討すべ

きです。この作業にあたっては、管理職自らが業務の詳細まで把握していな

いことも考えられますので、従業員に実態を正確に報告してもらう必要があ

り、従業員に仕事の効率を高めることの意義をしっかりと伝えるといった管

理職の手腕が問われます。 

 こうした棚卸しにより、業務の必要性に応じて今後の対応を検討すること

になりますが、この取組自体、業務の手順を職場ぐるみで把握することとな

り、業務マニュアル等の作成も可能となります。 

 また、それぞれの従業員が今どのような仕事を抱えているのか、繁忙期は

いつかといった業務の状況を出し合うことで、職場のコミュニケーションの

強化にもつながり、一人で仕事を抱え込むことなく、仕事をカバーし合える

関係が促進されます。 

☆取組例☆ 

 

きらり大賞受賞事業者 
 

● 女性職員同士の交流会の実施 

 子育てと仕事の両立への不安や，業務上の悩みを気軽に話し合える交流会の実施

による職場環境等の改善      

（⇒事例 Ｐ．４５）
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７．「よく働き、よく休む」を習慣化する 
～「休み」を明日の成果につなげる～

 仕事だけに時間を取られていると、新しい情報のインプットやネットワー

クの拡大が図れず、発想のマンネリ化を招くとも言われています。しっかり

休養をとって、余暇を楽しんだり、家族や大切な人たちと過ごしたり、また

自己啓発に励むことは、仕事のパフォーマンスを向上させるためにも重要で

す。 

 しかし、そうは言っても「仕事が終わらない」、「周りの人が働いているの

に休みづらい（帰りづらい）」など、長時間の残業をしていたり、休暇を取得

できない従業員には様々な理由があります。従業員によっては、「本当は、残

業を長時間した方が上司から高い評価を得られるのではないか」などと誤認

している場合も考えられます。そこで、職場の管理職にとっては、これらの

「帰れない」、「休めない」理由を取り除くことが大切な仕事となります。 

 まずは、不要不急な残業の禁止や、ノー残業デー等の徹底が望まれますが、

場合によっては、終業時刻以降のシステムダウン、夜８時以降の残業は認め

ないといった強制的な取組も効果的です。こうした強制的な取組は、従業員

から不満が出ることも想定されますので、経営トップが会社の取組として明

確に位置付けたり、管理職の意思統一や、社内の就業制度に盛り込むなど、

入念な準備が必要です。 

 こうした取組を行うことで、従業員は「休み」の効果を、身をもって感じ

ることができ、「残業しなくても時間内で業務を終えるコツがわかった」、「休

みを取ってみると、思っている以上に得るものがあった」といった意見も寄

せられるようです。 

☆取組例☆ 

 

きらり大賞受賞事業者 
 

● ノー残業デーの継続実施や福利厚生の充実 

 ２０年以上前から月に２回のノー残業デーを実施し，労働時間削減の徹底を図ると

ともに，１週間取得可能な「リフレッシュ休暇制度」の導入など，ワーク・ライフ・

バランスを推進するほか，人間ドック費用の全額企業負担など，経済的な支援を実施

                             （⇒事例 Ｐ．３９） 
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８．取組の進捗を「見える化」する 
～達成状況の可視化でモチベーションの向上を図る～

 ワーク・ライフ・バランスの取組は、すぐには目覚ましい成果が出なかっ

たり、働き方や生活のあり方を問いかけることもあるため、従業員から不満

や非協力的な反応が生まれることも想定されます。 

 こうした取組が長期間に及ぶ場合は、従業員がモチベーションを維持して

真剣に取り組むための方策が必要となります。また、牽引役である経営トッ

プや管理職にとっても、何がどのぐらい進捗し、また、遅れているのかを把

握することは非常に重要です。 

 そのためにも、経営トップや管理職は、残業時間や年次有給休暇の取得状

況等を従業員や職場別に把握し、同時に仕事の成果と比較したり、こまめに

達成目標の進捗状況を確認することが望まれます。 

 従業員に周知する方法として、好事例を社内で表彰したり、多少ゲーム的

な要素を取り入れて進捗状況を社内で競い合ったりするなど、楽しみながら

自分たちの取組のレベル感を把握するといった工夫をすることで、取組の推

進力が高まります。なお、状況を従業員に周知する際には、いわゆる「ノル

マ」であると誤認されないよう配慮しましょう。 
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９．業界や顧客を巻き込む 
～社外の理解と協力を得る～ 

 多くの仕事は自社で完結することなく、お客様や社外の取引先との様々な

関係の上に成り立っています。 

 ワーク・ライフ・バランスの取組を推進するにあたり、長期間の休暇を取

得したり、終業時刻と同時に業務を終わらせたりすると、「お客様に迷惑がか

かってしまう」、「取引先が離れてしまう」といった心配が生じて、思うよう

に取組が進められないことも考えられます。これは、個人や職場レベルでは

解決が難しい問題です。 

 このような懸念を払拭するためには、経営トップが、自社のワーク・ライ

フ・バランスの取組についてお客様や取引先に説明し、事前にご理解をいた

だくことが有効です。具体的には、自社のホームページの経営トップのメッ

セージなどで、営業時間や会社が設定した休日を明記して協力を仰いだり、

お客様や取引先に趣旨・内容を記載した書面を送付するなどの方法が考えら

れます。 

 また、長時間労働が業界の慣習となっている場合には、他社に先駆けてワ

ーク・ライフ・バランスの取組を推進することで、優秀な人材の採用や技能

の高い従業員の離職率の低下につながるほか、次のステップとして、同業他

社に改善の輪を広げていくことで、業界の慣習を打ち破る契機になることも

考えられます。 
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１０．社外の施策を活用する 
～国や地方自治体等の表彰・認定等を取り入れる～

 ワーク･ライフ･バランスの取組を進める中で、「取組に意味があるのか」、

「業績が下がるのではないか」、「社会からの評価が下がるのではないか」と

いう不安や懸念の声が、社内から出てくることも考えられます。 

 こうした声に対しては、ワーク・ライフ・バランスの取組が、今や会社の

発展の要諦であることを経営トップが発信し、管理職が職場マネジメントを

通じて実践することが重要ですが、社外の評価を利用する方法も検討に値し

ます。 

 現在、国や地方自治体、関係団体では、ワーク・ライフ・バランスの取組

をはじめとした社内マネジメントのあり方に関する表彰や認定、宣言制度な

ど多様な施策を実施しています。こうした施策を利用し、積極的に自社の取

組を公表することで社内の肯定感が高まります。また、従業員本人だけでな

く、その家族やお客様、取引先等がこうした情報に触れることで、従業員は

自社の取組を改めて肯定的に感じることができるでしょう。 

 このように、企業表彰やメディア掲載をうまく利用し、社内にフィードバ

ックすることで、取組に一層の弾みがつくはずです。そして、ワーク・ライ

フ・バランス先進企業としての認知が高まれば、企業の評価も高まり、イメ

ージアップにもつながります。 

☆取組例☆ 

 

きらり大賞受賞事業者 

 
● イクボス宣言の実施 

社長自ら「イクボス宣言」をするなど，従業員の仕事と育児の両立を支援     

 

（⇒事例 Ｐ．３８）
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